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３ 廃業等の届出 

第一種フロン類充塡回収業者に登録した事業者が、次のいずれかに該当する場合は、30 日以内に廃業

等届出が必要です。 

ア 死亡した場合（届出者：その相続人） 

イ 法人が合併により消滅した場合（届出者：その法人を代表する役員であった者） 

ウ 法人が破産により解散した場合（届出者：破産管財人） 

エ 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合（届出者：清算人） 

オ フロン類充塡回収業を廃止した場合（届出者：本人） 

 

（１）提出書類（チェックリストとしてご使用ください。） 

申請書 

提出書類 チェック項目 

廃業等届出書（栃木県規則様式第１号） 

 ※押印不要 □ 申請書が２部ある（郵送、持参の場合のみ） 

添付書類 

提出書類 チェック項目 

 第一種フロン類充塡回収業者のフロン類 

充塡量及び回収量等に関する報告書 

※押印不要 

□ 廃業した年度の４月１日から廃業年月日までの充塡量及び回

収量が記載されている 

 

（2）提出方法 

・廃業等届出書は、提出先の窓口へ郵送、持参、または電子申請により提出してください。  

郵送または持参する場合、副本を返送するための切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 

 

・電子申請をする場合、以下の URL から申請してください。 

ホーム > くらし・環境 > 環境 > 環境保全 > 化学物質 > フロン排出抑制法 ＞ 第一種フロン類充塡回収業者に係る手続き

https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9853&accessFrom=offerList 
 
 

（3）留意事項 

・廃業等届出書及び誓約書への押印は不要です。 

・郵送、持参の場合、提出部数は正本１部、副本（正本のコピー）１部です。副本は受付印を押印し、お返ししま

す。副本は添付資料不要です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


